
 

公会堂条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和８年３月27日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県条例第11号 

   公会堂条例の一部を改正する条例 

 公会堂条例（平成17年岩手県条例第23号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第２（第８条関係） 別表第２（第８条関係） 

 

区分 

普通利用料金の上限額 
特別利

用料金

の上限

額 

附属の

設備の

利用料

金の上

限額 

  

区分 

普通利用料金の上限額 
特別利

用料金

の上限

額 

附属の

設備の

利用料

金の上

限額 

 

９時か

ら12時

まで 

13時か

ら17時

まで 

17時30

分から

21時30

分まで 

９時か

ら17時

まで 

13時か

ら21時

30分ま

で 

９時か

ら21時

30分ま

で 

９時か

ら12時

まで 

13時か

ら17時

まで 

17時30

分から

21時30

分まで 

９時か

ら17時

まで 

13時か

ら21時

30分ま

で 

９時か

ら21時

30分ま

で 

大ホ

ール 

円 

7,390 

円 

19,280 

円 

23,000 

円 

26,670 

円 

31,710 

円 

34,750 

［略］ ［略］ 大ホ

ール 

円 

7,570 

円 

19,740 

円 

23,550 

円 

27,310 

円 

32,470 

円 

35,580 

［略］ ［略］ 

11号

室 
1,040 1,380 1,910 2,420 2,490 3,040 

11号

室 
1,060 1,410 1,960 2,470 2,550 3,110 

12号

室 
1,040 1,380 1,910 2,420 2,490 3,040 

12号

室 
1,060 1,410 1,960 2,470 2,550 3,110 

13号

室 
710 1,040 1,380 1,750 1,840 2,200 

13号

室 
730 1,060 1,410 1,790 1,880 2,250 

14号

室 
1,040 1,380 1,910 2,420 2,490 3,040 

14号

室 
1,060 1,410 1,960 2,470 2,550 3,110 

15号

室 
1,040 1,380 1,910 2,420 2,490 3,040 

15号

室 
1,060 1,410 1,960 2,470 2,550 3,110 

16号

室 
1,040 1,380 1,910 2,420 2,490 3,040 

16号

室 
1,060 1,410 1,960 2,470 2,550 3,110 



 

17号

室 
710 1,040 1,380 1,750 1,840 2,200 

17号

室 
730 1,060 1,410 1,790 1,880 2,250 

18号

室 
710 1,040 1,380 1,750 1,840 2,200 

18号

室 
730 1,060 1,410 1,790 1,880 2,250 

21号

室 
2,340 3,680 5,710 6,020 7,040 8,230 

21号

室 
2,400 3,770 5,850 6,170 7,210 8,430 

22号

室 
1,040 1,380 1,910 2,420 2,490 3,040 

22号

室 
1,060 1,410 1,960 2,470 2,550 3,110 

23号

室 
710 1,040 1,380 1,750 1,840 2,200 

23号

室 
730 1,060 1,410 1,790 1,880 2,250 

24号

室 
710 1,040 1,380 1,750 1,840 2,200 

24号

室 
730 1,060 1,410 1,790 1,880 2,250 

25号

室 
710 1,040 1,380 1,750 1,840 2,200 

25号

室 
730 1,060 1,410 1,790 1,880 2,250 

26号

室 
2,520 4,160 6,220 6,680 7,780 9,030 

26号

室 
2,580 4,260 6,370 6,840 7,970 9,250 

特別

室 
2,190 3,180 4,530 5,370 5,780 6,940 

特別

室 
2,240 3,260 4,640 5,500 5,920 7,110 

応接

室 
1,560 2,520 3,680 4,080 4,650 5,420 

応接

室 
1,600 2,580 3,770 4,180 4,760 5,550 

ギャ

ラリ

ー 

850 1,250 1,720 2,100 2,230 2,670 

ギャ

ラリ

ー 

870 1,280 1,760 2,150 2,280 2,730 

［略］ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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